
は
じ
め
に

台
湾
人
共
通
の
歴
史
認
識
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
培
う
た
め
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
、
台
湾
の
教
育
部
は
、｢

国
民
中
学
課
程

標
準

(

１)｣

を
修
正
し
、｢

台
湾
に
立
脚
し
、
中
国
大
陸
を
念
頭
に
置
き
、
世
界
に
目
を
向
け
る｣

こ
と
を
原
則
と
し
、
国
民
中
学
の
第
一

学
年
に

｢

認
識
台
湾

(

訳
：
台
湾
を
知
る)｣

と
い
う
科
目
を
設
置
し
た
。
こ
の
授
業
は
歴
史
篇
・
地
理
篇
・
社
会
篇
の
三
つ
に
分
か

れ
て
お
り
、
授
業
数
は
毎
週
合
計
三
コ
マ

(

各
四
五
分)

で
、
従
来
の
歴
史
・
地
理
・
公
民
と
道
徳
の
三
科
目
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。

第
二
、
三
学
年
の
歴
史
、
地
理
の
授
業
は
毎
週
各
二
コ
マ
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
及
び
外
国
の
歴
史
、
地
理
を
教
え
た
。
こ
の
時
点
に

お
い
て
、｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

は
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

の
登
場
は
、
戦
後
五
十
年
を
経
て
、
台
湾
の
歴
史
が
初
め
て
国
民
中
学
社
会
科
に
お
け
る
正
式
な
科
目
と

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
国
民
中
学
の
歴
史
教
育
改
革
上
の
大
き
な
分
水
嶺
と
も
言
え
る
、
極
め
て
特
殊
な
性
格
を
帯
び
て

い
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
の
国
民
教
育
に
お
け
る
歴
史
科
が
、
中
国
の
歴
史
知
識
を
植
え
つ
け
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
生
徒
と

密
接
に
関
係
す
る
台
湾
の
歴
史
を
重
視
す
る
よ
う
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

は
従

来
の
科
目
と
は
異
な
っ
た
名
称
で
は
あ
っ
た
が
、
台
湾
の
国
民
中
学
に
お
け
る
歴
史
教
育
正
常
化
の
口
火
を
切
り
、
ま
た
、
国
民
中
学

に
お
け
る
台
湾
史
教
育
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

登
場
以
降
の
国
民
中
学
生
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
の
教
科
書
が
郷

土
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
国
民
意
識
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
ゆ
え
、
こ
の
科
目
の

｢

課
程
標
準｣

の
検
討
・
制
定
か
ら
、
教
科
書
の
編
纂
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
歴
史

学
及
び
教
育
学
研
究
者
、
国
民
中
学
教
員
、
編
纂
者
等
が
議
論
を
重
ね
、
大
多
数
の
民
衆
が
許
容
で
き
る
見
方
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
科
書
の
試
作
版
の
印
刷
が
済
ん
で
ま
も
な
く

(

ま
だ
未
使
用
の
段
階)

、
そ
の
内
容
が
一
部
か
ら
の
質
疑
や

批
判
に
遭
い
、
当
時
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
一
時
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
外
国
の
注
意
を
も

ひ
き
つ
け
た
。
幸
い
に
も
、
教
科
書
は
初
稿
を
若
干
修
正
し
た
の
ち
、
一
九
九
七
年
九
月
か
ら
一
年
間
の
試
用
期
間
を
経
て
、
翌
一
九

九
八
年
か
ら
正
式
使
用
と
な
っ
た
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
内
容
に
対
す
る
批
判
や
質
疑
は
ほ
ぼ
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
原
因
に

つ
い
て
は
、
再
検
討
に
値
す
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
九
月
、
所
謂

｢

九
年
一
貫
新
課
程

(

２)｣

の
実
施
に
際
し
、
学
習
分
野
に
つ
い
て
再
検
討
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き

社
会
科
は
歴
史
・
地
理
・
公
民
の
三
分
野
と
さ
れ
、
教
科
書

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

は
こ
の
う
ち

｢

歴
史｣

の
教
材
の
ひ
と
つ
と

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
台
湾
の
国
民
中
学
の
教
科
書
は
政
府
当
局
に
よ
る

｢

国
定｣

制
か
ら
検
定
制
へ
と
一
新
さ
れ

た
。『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

の
内
容
は
、
検
定
制
実
施
以
後
、
国
民
中
学
歴
史
教
科
書
の
台
湾
史
の
内
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
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え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
ま
た
、
考
察
に
値
す
る
。

以
上
を
鑑
み
、
筆
者
は

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

編
纂
委
員
兼
執
筆
担
当
者
と
し
て
、｢

課
程
標
準｣

の
検
討
・
制
定
過
程
、
並
び

に
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
史
の
編
纂
を
中
心
と
し
た
内
容
の
選
定
過
程
、
試
作
版
配
布
後
の
議
論
、
使
用
開
始
後
の
概
況
と
そ
の
影
響

に
つ
い
て
今
一
度
振
り
返
り
、
事
柄
の
整
理
及
び
歴
史
的
意
義
の
検
討
を
試
み
る
。

一
、｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

課
程
標
準
の
制
定
及
び
そ
の
特
色

一
九
九
三
年
九
月
、
教
育
部
は
九
名
の
歴
史
学
研
究
者
と
二
名
の
国
民
中
学
の
歴
史
科
教
員
を
招
聘
し
、｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

課
程
標
準
研
訂
小
組
を
組
織
し
た

(

３)
。
同
年
一
二
月
か
ら
翌
一
九
九
四
年
四
月
ま
で
の
間
、
国
民
中
学
教
員
に
よ
る
エ
リ
ア
ご
と
の
座
談

会
と
研
訂
小
組
に
よ
る
委
員
会
を
幾
度
と
な
く
開
催
し
、｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

課
程
標
準
の
草
案
が
完
成
し
た
。
そ
の
後
、
教
育

部
が
招
聘
し
た
複
数
の
専
門
家
か
ら
な
る
審
査
チ
ー
ム
が
若
干
の
修
正
意
見
を
加
え
、
研
訂
小
組
が
そ
れ
に
応
じ
て
草
案
の
手
直
し
を

行
い
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
、
つ
い
に

｢

認
識
台
湾｣

の
課
程
標
準
が
教
育
部
か
ら
公
布
さ
れ
た
。
研
訂
小
組
代
表
者
で
あ
っ
た
国
立

中
興
大
学
歴
史
学
系
黄
秀
政
教
授
が
表
明
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、｢

課
程
標
準
研
訂
小
組
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
慎
重
な
態

度
を
取
り
、
政
治
的
立
場
の
異
な
る
研
究
者
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
す
る
こ
と
を
終
始
心
が
け
た

(

４)｣

。
検
討
会
議
の
際
、
各
委
員

(

小

組
メ
ン
バ
ー)

は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
十
分
に
表
明
し
、
互
い
に
尊
重
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
た
。
ま
た
、
国
民
中

学
教
員
代
表
、
歴
史
学
研
究
者
、
民
間
団
体
代
表
ら
の
提
言
を
参
考
に
、
つ
い
に
皆
が
許
容
で
き
る
内
容
に
落
ち
着
い
た
。
つ
ま
り
、

客
観
的
立
場
で
、
中
立
的
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
台
湾
の
歴
史
を
編
纂
す
る
こ
と
が
基
本
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
台
湾
史

研
究
者
が
通
常
使
用
し
て
い
た

｢

明
鄭
時
期｣

は

｢

鄭
氏
治
台
時
期｣

へ
、｢
光
復
後
の
台
湾｣

は

｢

台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国｣

へ
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変
更
し
た

(

５)

。

ま
た
、
研
訂
小
組
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
研
究
員
呂
実
強
氏
も
こ
の
時
期
を
振
り
返
り
、｢

課
程
標
準
制

定
過
程
に
お
い
て
、
当
初
は
研
訂
小
組
メ
ン
バ
ー
の
間
で
、
互
い
の
意
見
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
事
実
だ
。
し
か
し
、
議
論
の
結
果
、

最
後
に
は
一
定
の
レ
ベ
ル
を
維
持
し
、
か
つ
大
体
に
お
い
て
中
立
的
で
偏
り
の
無
い
教
材
大
綱
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は

私
自
身
に
と
っ
て
も
非
常
に
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た

つ
ま
り
、
も
の
の
見
方
や
理
念
が
異
な
る
者
同
士
で
あ
っ
て
も
、
学
術
的
見

地
か
ら
真
摯
な
態
度
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
た
。
自
信
を
持
っ
て
粘
り
強
く
議
論
を
続
け
れ
ば
、
最
後
に
は
共
通
認
識
に
た

ど
り
着
け
る
と
知
っ
た
の
だ
。｣

と
述
べ
た

(

６)

。

こ
の
新
し
い
科
目
の
課
程
標
準
に
お
け
る
学
習
目
標
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
各
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
先

人
達
が
台
湾
・
澎
湖
・
金
門
・
馬
祖
を
開
拓
し
て
き
た
史
実
を
知
り
、
先
人
の
経
験
及
び
成
果
を
継
承
し
て
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る

と
い
う
使
命
感
を
強
め
、
且
つ
団
結
・
一
致
協
力
の
精
神
を
培
う
。
第
二
に
、
自
分
の
周
囲
の
環
境
に
対
す
る
知
識
を
つ
け
、
愛
郷
愛

国
の
精
神
を
培
う
。
第
三
に
、
台
湾
・
澎
湖
・
金
門
・
馬
祖
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
す
る
と
い
う
価

値
観
を
身
に
つ
け
る
。

教
材
綱
要
に
よ
れ
ば
、
こ
の
科
目
は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
特
色
を
備
え
て
い
る
。
第
一
に
、
現
時
点
で
の
中
華
民
国
が
統
治
し

て
い
る
台
湾
・
澎
湖
・
金
門
・
馬
祖
を
対
象
と
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
従
来
の
一
般
的
な
台
湾
史
が
台
湾
と
澎
湖
の

み
の
構
成
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
る
。
第
二
に
、
歴
史
の
全
体
像
を
見
渡
せ
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
時
期
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
を
網

羅
し
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
台
湾
の
歴
史
発
展
の
過
程
を
、
先
史
時
代
、
国
際
競
争
時
代
、
鄭
氏
統
治
時
代
、
清
朝
統
治
時
代
、
日

本
統
治
時
代
、
中
華
民
国
時
代
の
六
期
に
分
け
、
同
時
に
原
住
民
、
漢
民
族
系
住
民
、
並
び
に
関
連
す
る
外
国
人
に
ま
で
留
意
し
た
こ

と
で
あ
る
。
第
三
に
、
客
観
性
の
維
持
を
心
が
け
て
お
り
、
ま
た
、
先
史
時
代
に
原
住
民
の
文
化
遺
産
・
社
会
を
叙
述
す
る
一
節
を
設
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け
、
更
に
、
歴
史
時
代
初
期
は
、｢

国
際
競
争
時
代｣

と
し
、
従
来
反
清
復
明
的
性
格
を
強
調
し
て

｢

明
鄭
時
期｣

と
呼
称
し
て
い
た

時
期
を

｢

鄭
氏
台
湾
統
治
時
期｣

へ
、｢

光
復
後
の
台
湾｣

と
形
容
し
て
い
た
戦
後
の
時
期
を

｢

台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国｣

へ
と
名

称
変
更
し
た
こ
と
等
で
あ
る

(

７)

。

二
、｢
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

教
科
書
編
纂
の
顛
末
及
び
そ
の
内
容
の
概
況

一
九
九
五
年
五
月
、
国
立
編
訳
館

(

８)

は
歴
史
学
の
専
門
家
一
〇
名
、
教
育
学
の
専
門
家
四
名
、
国
民
中
学
教
員
代
表
九
名
等
計
二
三
名

を
招
へ
い
し
、
教
科
書
編
審
委
員
会
を
組
織
し
た
。
黄
秀
政
氏
が
主
任
委
員
と
な
り
、
国
立
中
央
大
学
歴
史
研
究
所
張
勝
彦
教
授
及
び

筆
者
が
執
筆
者
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
名
の
執
筆
者
と
六
名
の
国
民
中
学
教
員
が
編
集
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た
。
編
集
グ

ル
ー
プ
の
会
議
の
際
、
国
民
中
学
教
員
代
表
の
提
言
を
受
け
、｢

詳
近
略
遠｣

(

訳
：
現
代
に
近
い
時
代
を
詳
し
く
、
そ
う
で
は
な
い
部

分
は
大
ま
か
に)

、
文
化
や
教
育
に
関
す
る
内
容
を
増
や
す
と
い
う
基
本
原
則
を
打
ち
立
て
、
課
程
標
準
の
教
材
綱
要
を
若
干
手
直
し

し
、
も
と
も
と
九
章
一
九
節
二
一
講
だ
っ
た
構
成
を
一
一
章
二
四
節
二
六
講
と
し
た
。

内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
、｢

詳
近
略
遠｣
の
原
則
に
基
づ
き
、
内
容
は
近
現
代
に
重
き
を
置
い
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

日
本
統
治
時
代
及
び
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
予
定
し
て
い
た
一
章
四
節
か
ら
二
章
六
節
へ
と
分
量
を
増
や
し
、

こ
の
二
つ
の
時
代
の
叙
述
が
教
科
書
全
体
の
約
半
分
の
量
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
次
に
、
教
育
や
文
化
に
関
す
る
内
容
も
当
初
の
予
定

に
比
し
て
著
し
く
増
加
し
た
。
課
程
標
準
に
お
い
て
予
定
し
て
い
た
の
は
政
治
の
変
遷
、
経
済
発
展
、
社
会
の
変
化
等
に
偏
っ
た
内
容

で
、
教
育
や
文
化
に
関
す
る
叙
述
は
、
鄭
氏
治
台
時
期
と
日
本
統
治
時
代
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
科
書
綱
要

に
お
い
て
は
、
六
期
全
て
に
教
育
と
文
化
に
つ
い
て
の
節
が
加
え
ら
れ
た
。
第
三
に
、
史
実
第
一
主
義
を
貫
徹
し
た
こ
と
。
課
程
標
準
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の
教
材
綱
要
は
国
際
競
争
時
代
に
つ
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
台
湾
で
の
活
動
を
列
挙
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
教
科
書

綱
要
で
は
史
実
に
基
づ
き
、
漢
民
族
、
日
本
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
台
湾
で
の
活
動
概
要
を
叙
述
す
る
事
に
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
教
科
書
綱
要
の
制
定
に
際
し
て
は
、
実
証
性
と
客
観
性
を
追
求
す
る
課
程
標
準
中
の
教
科
書
編
纂
要
領
を
基
礎
と
し
、
更
に
教

育
現
場
の
需
要
を
織
り
込
ん
で
適
切
な
調
整
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

課
程
標
準
の
教
材
編
纂
要
領
に
お
い
て
、
特
に
重
要
な
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
歴
史
の
全
体
像
を
再
構
築

す
る
こ
と
と
前
後
の
関
連
性
に
注
意
し
、
各
時
代
の
代
表
的
且
つ
歴
史
的
意
義
を
帯
び
た
史
実
を
焦
点
と
す
る
、
第
二
に
、
新
し
い
史

料
と
研
究
成
果
を
十
分
に
活
用
し
、
学
術
の
進
歩
と
時
代
の
需
要
を
融
合
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
点
で
あ
る

(

９)

。
内
容
の
執
筆
に
際
し
て
は
、

編
纂
審
査
委
員
会
で
議
論
し
た
後
、
更
に
以
下
の
一
般
原
則
を
付
け
加
え
た
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
歴
史
の
全
体
像
を
再
構
築
す
る
こ

と
：
台
湾
・
澎
湖
・
金
門
・
馬
祖
を
対
象
範
囲
及
び
叙
述
の
主
体
と
し
、
台
湾
の
歴
史
発
展
に
つ
い
て
、
そ
の
脈
略
と
趨
勢
を
示
す
こ

と
。
第
二
に
、
実
証
性
に
注
意
す
る
こ
と
：
客
観
的
立
場
か
ら
史
実
を
叙
述
す
る
こ
と
を
作
業
の
本
質
と
し
、
関
連
史
料
と
研
究
成
果

を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
。
決
し
て
主
観
的
、
偏
重
的
な
古
い
通
説
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
言
葉
遣
い
は
、
公
平
適
切
、

簡
潔
、
具
体
的
で
あ
る
こ
と
：
こ
こ
で
目
標
と
さ
れ
た
の
は
、
台
湾
の
歴
史
発
展
の
特
殊
性
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
特
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
立
場
、
或
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
の
み
に
偏
る
こ
と
を
回
避
し
、
可
能
な
限
り
中
立
的
な
言
葉

で
簡
潔
な
叙
述
を
行
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
第
四
に
、
中
学
校
の
中
国
史
・
地
理
・
公
民
と
道
徳
等
関
連
教
科
の
内
容
と
の
整
合
性
・

呼
応
関
係
、
並
び
に
、
小
学
校
の
社
会
科
の
内
容
と
の
連
続
性
に
注
意
す
る
こ
と

(

�)

。

以
上
の
原
則
の
も
と
、
二
名
の
執
筆
者
は
広
く
資
料
を
蒐
集
し
、
慎
重
に
教
科
書
本
文
を
ま
と
め
た
。
そ
の
間
編
纂
審
査
委
員
会
は

一
二
回
に
渡
っ
て
会
議
を
開
い
た
が
、
こ
の
場
で
は
す
で
に
完
成
し
た
部
分
に
関
し
て
逐
一
話
し
合
い
、
内
容
を
詳
細
に
渡
っ
て
精
査

し
た
。
そ
の
後
会
議
で
の
意
見
を
踏
ま
え
て
言
葉
遣
い
を
調
整
し
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
修
正
を
加
え
た
。
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こ
の
厳
密
な
プ
ロ
セ
ス
は
一
年
に
及
び
、
一
九
九
六
年
六
月
、
つ
い
に
初
稿
が
完
成
し
た
。
そ
の
後
同
年
一
〇
月
に
は
地
理
篇
・
社
会

篇
チ
ー
ム
と
連
合
会
議
を
開
き
、
議
決
内
容
に
則
っ
て
更
に
初
稿
に
修
正
を
加
え
、
つ
い
に
脱
稿
し
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
脱
稿
に
至
る

ま
で
の
間
に
数
々
の
会
議
を
経
て
い
る
た
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
執
筆
者
の
主
観
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
委
員
会
の
共
通
認

識
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
各
章
の
概
要
と
特
色
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

教
科
書
は
序
説
、
先
史
時
代
、
国
際
競
争
時
代
、
鄭
氏
治
台
時
代
、
清
領
時
代
前
期
、
清
領
時
代
後
期
、
日
本
統
治
時
代
の
政
治
経

済
、
日
本
統
治
時
代
の
教
育
学
術
及
び
社
会
、
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
の
政
治
変
遷
、
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
の
経
済
・
文
化
教

育
及
び
社
会
、
未
来
の
展
望
等
の
単
元
に
分
か
れ
た
計
一
一
章
編
成
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
こ
で
は
、
日
本
統
治
時
代
の
政
治
経
済
、
日
本
統

治
時
代
の
教
育
学
術
及
び
社
会
の
二
章
の
編
纂
過
程
を
説
明
す
る
。

一
八
九
四
年
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
に
お
い
て
清
国
は
敗
北
し
、
日
本
と
の
間
で
下
関
条
約
を
締
結
し
た
。
条
約
に
拠
り
清
国
は
台

湾
と
澎
湖
を
日
本
へ
割
譲
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
日
本
は
台
湾
に
お
い
て
五
一
年
に
渡
る
植
民
統
治
を
展
開
し
た
。
従
来
、
中
学

校
か
高
等
学
校
か
を
問
わ
ず
、
台
湾
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
日
本
統
治
時
代
の
叙
述
は
、
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。
内
容
は
お
よ

そ
台
湾
人
の
抗
日
的
活
動
や
態
度
を
強
調
す
る
の
み
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
の
反
日
感
情
を
煽
る
効
果
を
狙
っ
て
い
た
。
一
方
、
こ

の
時
代
の
各
分
野
に
渡
る
重
要
な
変
化
や
発
展
の
叙
述
は
空
白
だ
ら
け
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
台
湾
人
は
こ
の
時
代
の
歴
史
に
対

し
て
適
切
な
認
識
及
び
理
解
を
欠
い
て
い
た
。
こ
の
度
の
教
科
書
編
纂
に
際
し
、
当
初
よ
り
史
実
第
一
主
義
の
原
則
を
打
ち
出
し
て
い

た
た
め
、
日
本
統
治
時
代
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
立
場
を
鮮
明
に
し
て
歴
史
の
全
体
像
を
再
構
築
し
、
他
方
、
関
係
史
料
と
最

新
の
も
の
を
含
む
研
究
成
果
を
十
分
に
活
用
し
た
。

日
本
統
治
時
代
の
政
治
経
済
の
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、｢

台
湾
民
主
国
と
武
装
抗
日
運
動｣

の
節
を
設
け
、
こ
こ
で
割
譲
と
い
う

非
常
事
態
に
対
し
て
台
湾
の
官
民
が

｢

台
湾
民
主
国｣

を
成
立
さ
せ
、
日
本
の
台
湾
接
収
に
抵
抗
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
、
各
地
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の
義
勇
ゲ
リ
ラ
が
二
〇
年
に
渡
る
武
装
抗
日
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
一
方
、
台
湾
総
督
府
は
、
強
大
な
武
力
を
以
っ

て
そ
れ
を
鎮
圧
し
た
。
台
湾
民
主
国
の
武
装
抗
日
運
動
に
つ
い
て
は
、｢

日
本
は
台
湾
の
軍
隊
及
び
民
間
人
に
対
抗
す
る
た
め
、
多
く

の
兵
力
を
動
員
し
て
鎮
圧
し
た
。
台
湾
側
の
死
者
は
戦
死
、
殺
害
さ
れ
た
者
を
含
め
て
一
四
、〇
〇
〇
人
に
及
び
、
そ
の
被
害
は
凄
惨

た
る
も
の
で
あ
っ
た

(

�)｣

と
叙
述
し
た
。
ま
た
、
各
地
の
義
勇
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
武
装
抗
日
運
動
に
つ
い
て
は
、｢

当
初
、
台
湾
総
督
府
は

報
復
的
鎮
圧
措
置
を
採
り
、
罪
の
無
い
者
を
も
無
差
別
に
殺
害
し
た
が

(

中
略)

、
一
八
九
八
年
、(

中
略)

鎮
圧
と
懐
柔
を
融
合
さ
せ

る
よ
う
方
針
転
換
し
、(

中
略)

一
九
〇
二
年
、
各
地
の
抗
日
勢
力
は
悉
く
瓦
解
し
た
、
民
間
に
お
け
る
私
有
の
武
器
は
全
て
没
収
さ

れ
、
こ
の
七
年
間
武
装
抗
日
運
動
に
参
加
し
て
死
亡
し
た
者
あ
る
い
は
捕
ら
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
者
は
一
万
人
余
り
に
達
し
た

(

�)｣

と
説

明
し
た
。
こ
の
他
、
原
住
民
に
よ
る
代
表
的
な
武
装
抗
日
運
動

｢

霧
社
事
件｣

に
つ
い
て
は
、｢

事
件
発
生
後
、
台
湾
総
督
府
は
軍
と

警
察
二
、〇
〇
〇
人
あ
ま
り
を
動
員
し
、
大
砲
・
航
空
機
・
毒
ガ
ス
等
を
用
い
て
そ
れ
を
強
力
に
鎮
圧
し
た
。
霧
社
の
原
住
民
の
抵
抗

は
五
〇
日
ほ
ど
続
い
た
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
元
々
そ
の
集
落
の
人
口
は
一
、四
〇
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
事
件
後
に
は
五
〇

〇
人
に
ま
で
減
少
し
た
。
翌
年
四
月
、
警
察
が
親
日
的
な
原
住
民
を
そ
そ
の
か
し
て
集
落
に
突
撃
さ
せ
、
再
び
多
く
の
者
を
殺
害
し
た

(

�)

。｣

と
事
件
の
経
過
を
述
べ
た
。

第
二
節

｢

政
治
と
社
会
統
制｣

で
は
、
台
湾
総
督
府
が
台
湾
に
お
い
て
総
督
を
中
心
と
し
た
専
制
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
た

こ
と
を
述
べ
た
。
台
湾
総
督
は
所
謂

｢

六
三
法｣

を
根
拠
と
し
て

｢

行
政
・
立
法
・
司
法
及
び
軍
事
統
制
権
を
掌
握
し｣

、
台
湾
各
地

の
行
政
機
関
は｢

終
始
自
主
権
と
自
治
権
を
有
し
て
お
ら
ず
、
完
全
に
上
級
機
関
か
ら
の
命
令
で
公
務
を
執
行
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ

た

(

�)｣

。
同
時
に
、
典
型
的
な
警
察
に
よ
る
統
治
を
実
施
し
て
お
り
、
旧
来
か
ら
存
在
し
た
保
甲
制
度
と
日
本
か
ら
導
入
し
た
警
察
制
度

を
併
用
し
、
台
湾
社
会
を
効
率
よ
く
制
御
し
た
こ
と
を
説
明
し
た

(

�)

。
一
九
三
七
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
戦
時
の
需
要
か
ら
、

台
湾
総
督
は
台
湾
で

｢

皇
民
化
運
動｣

を
展
開
し
、｢

台
湾
人
に
も
日
本
国
民
と
し
て
相
応
の
愛
国
心
と
犠
牲
の
精
神
を
持
た
せ
よ
う
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と
図
っ
た
。(

中
略)

つ
い
に
は
徴
兵
制
を
実
施
す
る
に
至
り
、
台
湾
籍
旧
日
本
兵
の
総
数
は
二
〇
万
人
に
ま
で
達
し
た｣

と
結
ん
だ

(

�)

。

第
三
節

｢

植
民
地
経
済
の
発
展｣

で
は
、
ま
ず
、
植
民
統
治
初
期
に
台
湾
総
督
府
が
日
本
の
経
済
発
展
に
合
わ
せ
る
た
め
に
積
極
的

に
台
湾
で
土
地
・
通
貨
・
度
量
衡
な
ど
の
制
度
改
革
を
実
施
し
、
鉄
道
・
道
路
・
港
等
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
建
設
を
行
っ
た
こ
と
が
経
済

発
展
の
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
統
治
前
期
に
お
い
て
は
、｢

農
業
台
湾
、
工
業
日
本

(

訳
：
農
業
は
台
湾
が
、
工
業
は

日
本
が
担
う)｣
と
い
う
政
策
の
も
と
、
台
湾
で
積
極
的
に
農
事
改
良
と
近
代
水
利
系
統
の
構
築
が
行
わ
れ
、
台
湾
は
日
本
に
と
っ
て

コ
メ
と
砂
糖
の
供
給
地
と
な
っ
た
。
統
治
後
期
は
、
工
業
化
を
推
進
し
、
軍
と
関
連
す
る
基
礎
分
野
の
工
業
を
発
展
さ
せ
、
台
湾
を
日

本
に
よ
る
中
国
南
部
・
東
南
ア
ジ
ア

(

当
時
の
言
い
方
で
は

｢

華
南
・
南
洋｣)

侵
略
の
た
め
の
補
給
基
地
と
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ

た

(

�)

。日
本
統
治
下
に
お
け
る
教
育
、
学
術
及
び
社
会
は
、
ひ
と
つ
の
章
に
収
め
た
。
第
一
節

｢

教
育
と
学
術
の
発
展｣

で
は
、
当
時
の
台

湾
に
お
け
る
教
育
と
学
術
の
重
点
が
植
民
政
策
の
貫
徹
に
あ
り
、
総
督
府
は
日
本
が
明
治
期
に
西
洋
か
ら
導
入
し
た
近
代
的
学
校
教
育

制
度
を
植
民
地
台
湾
で
も
実
施
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
教
育
制
度
の
特
徴
は
、
差
別
待
遇
と
隔
離
政
策
を
原
則
と
し
た
こ
と

に
あ
る
。
台
湾
総
督
府
は
初
等
教
育
機
関
の
公
学
校
に
中
核
的
役
割
を
担
わ
せ
、
以
っ
て
日
本
語
普
及
政
策
を
確
立
し
、
学
校
教
育
と

社
会
教
育
に
よ
っ
て
日
本
語
普
及
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
統
治
末
期
の
時
点
で
、
日
本
語
を
解
す
る
者
は
人
口

の
七
五
％
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、｢
日
本
語
は
台
湾
人
の
生
活
言
語
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
日

本
語
普
及
運
動
は
、
た
だ
台
湾
を
台
湾
語
と
日
本
語
の
併
用
社
会
と
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
台
湾
人
は
終
始
日
本
語
を
外
国
語

と
看
做
し
て
お
り
、
統
治
者
が
意
図
し
た
よ
う
な
言
語

(

即
ち
日
本
語)
の
習
得
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
変
更

(

即
ち
日
本
へ
の

同
化)

が
同
時
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
っ
た
。
日
本
語
は
、
む
し
ろ
台
湾
人
が
現
代
的
知
識
を
吸
収
す
る
た
め
の
主
な
媒
介
と
な
り
、

台
湾
社
会
の
現
代
化
を
促
進
し
た｣

と
述
べ
た

(

�)

。
中
等
教
育
は
職
業
教
育
に
偏
重
し
て
お
り
、
高
等
教
育
に
至
っ
て
は
、｢

台
湾
人
の
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学
生
の
比
率
は
極
め
て
低
か
っ
た
。
台
湾
で
の
進
学
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
志
あ
る
台
湾
青
年
が
次
々
に
日
本
へ
と
留
学
し
た
。
一

九
四
五
年
ま
で
に
、
日
本
へ
留
学
し
た
台
湾
人
は
二
〇
万
人
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
大
学
・
専
門
学
校
卒
業
者
は
約
六
万
人
で

あ
っ
た
。(

中
略)

結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
留
学
教
育
は
台
湾
に
お
け
る
高
等
教
育
の
不
足
を
補
填
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)｣

。

学
術
発
展
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
中
核
を
担
っ
た
の
は
熱
帯
医
学
研
究
と
地
域
研
究
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
学
術
発
展
が

｢

近
代

台
湾
に
お
け
る
人
文
・
自
然
科
学
及
び
応
用
科
学
研
究
の
基
礎
と
な
り
、(

中
略)

そ
れ
に
よ
っ
て
台
湾
を
ア
ジ
ア
に
お
け
る
熱
帯
医

学
研
究
の
拠
点
の
ひ
と
つ
、(

中
略)

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
華
南
・
南
洋
研
究
の
中
心
地
と
せ
し
め
た｣

と
結
ん
だ

(

�)

。

第
二
節

｢

社
会
の
変
遷｣
で
は
、
日
本
統
治
時
代
に
お
い
て
社
会
が
著
し
く
変
化
し
、
台
湾
の
人
口
は
長
期
に
渡
っ
て
高
い
出
生
率

を
維
持
し
、
死
亡
率
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
五
〇
年
間
あ
ま
り
に
渡
っ
て
人
口
は

｢

一
・
五
倍
に
増
え
、
そ
の
増
加
速
度
は
当
時
の
世

界
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た｣
と
取
り
上
げ
た

(

�)

。
台
湾
総
督
府
の
誘
導
、
宣
伝
と
台
湾
有
識
者
の
提
唱
、
指
導
に
よ
り
、
台
湾
で

は
、
日
本
統
治
最
初
の
二
〇
年
で
女
子
の
解
纏
足
と
男
子
の
断
髪
普
及
の
目
標
を
達
成
す
る
に
至
っ
た

(

�)

。
ま
た
、
台
湾
総
督
府
は
七
曜

制
と
標
準
時
間
制
を
導
入
し
、
台
湾
人
に
、
日
常
生
活
の
中
で
時
間
の
標
準
化
と
時
間
厳
守
の
観
念
を
身
に
つ
け
さ
せ
た

(

�)

。
ま
た
、
近

代
的
法
治
観
念
と
知
識
の
普
及
、
近
代
的
公
衆
衛
生
と
医
療
制
度
確
立
に
し
た
が
い
、
台
湾
人
の
間
に
法
令
遵
守
、
近
代
的
医
療
衛
生

等
の
新
し
い
考
え
と
習
慣
が
定
着
し
て
い
っ
た

(

�)

。

第
三
節｢

社
会
運
動｣

で
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
台
湾
新
イ
ン
テ
リ
層
が
台
湾
文
化
協
会
・
台
湾
民
衆
党
・
台
湾
地
方
自
治
連
盟
、

或
い
は
農
民
・
労
働
者
団
体
を
組
織
し
、
一
〇
年
余
り
に
及
ぶ
社
会
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
の

目
的
は
民
衆
の
啓
発
・
政
治
改
革
・
農
民
や
労
働
者
の
待
遇
改
善
な
ど
で
あ
っ
た

(

�)

。

要
す
る
に
、
以
上
の
二
章
は
日
本
統
治
時
代
を
教
材
と
し
て
扱
っ
た
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
台
湾
を
主
体
と
し
、
史
実
第
一
主
義
を

貫
い
た
。
生
徒
に
対
し
、
こ
の
時
代
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
得
る
権
利
と
機
会
を
提
供
し
、
意
図
的
に
事
実
を
隠
ぺ
い
、
抹
殺
す
る
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こ
と
は
避
け
た
。
同
時
に
、
学
術
研
究
の
成
果
を
根
拠
と
し
、
実
証
的
且
つ
理
性
的
な
態
度
で
日
本
統
治
時
代
の
史
実
を
検
討
し
、
一

方
で
は
植
民
統
治
が
台
湾
に
与
え
た
悪
い
影
響
を
、
他
方
で
は
、
そ
れ
が
戦
後
の
台
湾
に
与
え
た
良
い
影
響
の
変
遷
を
整
理
し
て
再
構

築
し
た
。
こ
の
よ
う
な
執
筆
方
法
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
胸
襟
を
開
い
て
日
本
統
治
時
代
の
歴
史
文
化
遺
産
に
向
き
合
え
る
よ
う
心
が
け
た
。

三
、
試
作
版
配
布
後
の
主
な
批
判
と
争
議

台
湾
の
歴
史
的
過
程
が
特
殊
性
を
帯
び
て
い
る
た
め
、
今
回
の

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

編
纂
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
史
実

第
一
主
義
を
貫
き
、
実
証
的
且
つ
理
性
的
態
度
で
執
筆
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
出
版
が
始
ま
り
、
一
部(

国
民
中
学
教
員
、
立
法
委
員
、

大
学
教
員
等)

へ
配
布
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
編
纂
者
と
は
史
実
へ
の
認
識
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
異
な
る
者
か
ら
の
質
疑
と
批
判
に
遭
う

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
後
に
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
。
一
九
九
七
年
六
月
三
日
、
一
人
の
立
法
委
員
が
突
然
公
聴
会
を
開
き
、

教
科
書

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

へ
の
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

に
お
け
る
日

本
統
治
時
代
の
内
容
は

｢

台
湾
総
督
府
の
立
場
か
ら
の
史
観｣

、｢

過
度
の
日
本
び
い
き
で
、
こ
の
時
代
の
功
績
と
恩
恵
を
う
た
っ
た
も

の｣

で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
つ
い
て
は
、｢
全
く
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ｣

で
、
明
ら
か
に

｢

親
日｣

・｢

反
華

(

訳
：
反
中
華
民

族)｣

で
あ
る
等
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

(

�)

。

そ
れ
か
ら
大
き
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
が
、
肯
定
派
と
否
定
派
の
話
し
合
い
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
そ
の
殆
ど
は
立
場

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
争
い
で
あ
っ
た
。
肯
定
派
の
大
部
分
は
、｢
認
識
台
湾｣

と
い
う
科
目
は
、
中
学
生
一
人
一
人
や
各
エ
ス
ニ
ッ

ク
グ
ル
ー
プ
の
生
活
、
成
長
及
び
変
遷
と
密
接
に
か
か
わ
る
台
湾
を
十
分
理
解
で
き
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ

は
ま
た
、
中
学
生
が
、
台
湾
と
、
中
国
・
ア
ジ
ア
・
世
界
全
体
と
の
歴
史
的
関
連
及
び
発
展
過
程
と
を
深
く
思
考
す
る
こ
と
を
目
標
と
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し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
も
有
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
教
科
書
で
は
、
紙
幅
と
授
業
時
間
の
関
係
で
、
重
要
な
歴
史
的
事
件
の
み
を
扱
い
、
第
一
に
台
湾
史
の
全
体
像
と
そ
れ
ぞ

れ
の
出
来
事
の
因
果
関
係
の
把
握
と
い
う
基
礎
固
め
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
生
徒
を
し
て
台
湾
の
史
実
、
現
在
の
国
家
や
社
会

の
実
態
、
未
来
へ
の
展
望
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
第
二
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
否
定
派
の
大
部
分
は
歴
史
学
研

究
者
で
は
な
く
、
特
に
台
湾
史
研
究
者
は
存
在
せ
ず
、
彼
ら
は
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
の
っ
と
っ
て
歴
史
を
解
釈
し
、
そ
し
て

『

認

識
台
湾

(

歴
史
篇)』
の
内
容
を
批
判
し
て
い
た

(

�)

。
当
然
、
二
者
が
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。

六
月
二
四
日
、
編
審
委
員
会
は
会
議
を
開
き
、
各
界
が
示
し
た
意
見
や
批
判
を
一
つ
一
つ
検
討
し
た
。
最
後
に
、
知
識
、
資
料
、
文

字
関
連
の
間
違
い
に
つ
い
て
は
修
正
を
行
う
こ
と
と
し
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
色
濃
く
反
映
し
た
統
一
派
及
び
独
立
派
の
意
見
は

原
則
的
に
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
が
決
定
さ
れ
た

(

�)

。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
若
干
の
修
正
が
行
わ
れ
た
の
み
で
、
政
治
的
立
場
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
に
よ
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
内
容
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
、
結
局
は
、
大
体
に
お
い
て
元
々
の
内
容

を
維
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
主
な
批
判
意
見
を
挙
げ
、
編
審
委
員
会
が
な
ぜ
こ
れ
を
修
正
意
見
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
か
、
説
明
を
加
え
た
い
。
批
判

の
う
ち
、
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
、『

認
識
台
湾

(
歴
史
篇)』

の
う
ち
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
関
す
る
叙
述
は
、｢

台
湾
総
督
府
の

観
点
を
反
映
し
て
お
り
、
日
本
植
民
主
義
の
色
彩
が
濃
い｣
、｢
日
本
の
植
民
統
治
の
功
績
と
恩
恵
に
対
す
る
宣
伝
の
き
ら
い
が
あ
る｣

、

｢

日
本
に
よ
る
植
民
統
治
を
美
化
し
て
い
る｣

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
あ
る
批
判
意
見
は
、
一
九
四
五
年
四
月
一
七
日
、

謝
南
光
が
重
慶
の
国
際
ラ
ジ
オ
局
を
通
じ
て
発
表
し
た

｢

用
血
汗
洗
刷
馬
關
條
約
的
恥
辱

(

訳
：
下
関
条
約
の
恥
辱
を
血
と
汗
で
洗
い

流
す)｣

と
い
う
演
説
の
一
部
分
を
引
用
し
て

｢(

台
湾
の
武
装
抗
日
運
動
を
取
り
上
げ
、)

こ
の
五
十
年
の
う
ち
虐
殺
さ
れ
た
戦
士
と

民
衆
は
六
五
万
人
を
超
え
て
い
る

(

�)｣

と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
台
湾
民
主
国
に
お
い
て
戦
死
者
一
四
、〇
〇
〇
人
、
並
び
に
統
治
初
期
の
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義
勇
ゲ
リ
ラ
の
う
ち
一
〇
、〇
〇
〇
人
程
が
統
治
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

の
叙
述
を
批
判
し
た
。

そ
れ
は
、｢

編
纂
者
は
、
日
本
の
軍
国
主
義
に
傾
倒
し
、
日
本
が
台
湾
人
を
虐
殺
し
た
罪
を
隠
ぺ
い
・
過
小
評
価
し
て
い
る｣

と
の
意

見
で
あ
っ
た
。

こ
の
質
疑
が
編
審
委
員
会
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
批
判
者
が
引
用
し
た
演
説
が
戦
時
中
に
ラ
ジ
オ
で
発
表
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
放
送
は
、
敵
国
日
本
と
の
戦
争
へ
と
煽
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
内
容
は
極
め
て
特
殊

な
任
務
や
性
質
を
帯
び
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
場
合
の
演
説
内
容
は
往
々
に
し
て
敵
国
日
本
が
如
何
に
残
酷
か
を
強
調
し
、
そ

の
こ
と
で
聴
衆
の
日
本
に
対
す
る
怒
り
や
一
致
団
結
し
て
こ
の
敵
を
打
倒
す
る
と
い
う
感
情
を
煽
る
こ
と
が
最
重
要
目
的
と
な
る
。
ま

た
、
上
の
引
用
文
で
は
日
本
統
治
五
〇
年
間
で
の
虐
殺
が
六
五
万
人
に
渡
る
と
述
べ
て
お
り
、
統
治
初
期
の
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
上
の
批
判
意
見
で
は
、
一
九
三
七
年
、
日
中
戦
争
勃
発
以
来
、
強
制
的
に
前
線
に
送
り
込
ま
れ
て
犠
牲
に
な
っ

た
台
湾
籍
の
兵
士
は
七
〇
万
人
に
も
及
び
、
こ
の
間
学
校
は
全
て
閉
鎖
と
な
り
、
空
襲
に
よ
っ
て
一
二
都
市
で
台
湾
人
一
〇
万
人
が
犠

牲
に
な
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
こ
の
よ
う
な
史
実
は
確
認
で
き
な
い
。『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

は
学
術
研
究
の
成

果
を
根
拠
に
執
筆
し
て
い
た
た
め
、
編
審
委
員
会
で
は
こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
せ
ず
、
元
の
内
容
を
維
持
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

第
二
に
、
大
部
分
の
批
判
は
内
容
が
史
実
と
合
う
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
内
容
の
適
切
さ
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
例
え
ば
、

｢

政
治
と
社
会
統
制｣

の
節
に
対
し
、｢

こ
の
よ
う
な
内
容
で
は
、
生
徒
に
異
民
族
統
治
の
辛
さ
や
問
題
を
理
解
さ
せ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

日
本
の
植
民
統
治
を
称
賛
し
て｣

お
り
、｢

台
湾
を
モ
ノ
と
み
な
し
た
日
本
の
植
民
統
治
政
策
に
つ
い
て
の
叙
述
を
、
愛
国
愛
郷
精
神

の
拠
り
所
た
る
べ
き
台
湾
の
郷
土
教
科
書
の
中
に
編
み
込
ん
だ｣

と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、｢

植
民
地
経
済
の
発
展｣

の
節
に
つ

い
て
、｢

教
科
書
本
文
は
台
湾
人
を
主
体
と
し
た
内
容
で
は
な
く
、
台
湾
の
稲
作
及
び
糖
業
発
展
の
主
因
を
日
本
の
植
民
統
治
で
あ
る

と
み
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
日
本
人
の
貢
献
だ
と
肯
定
的
に
捉
え
、
日
本
の
台
湾
に
対
す
る
搾
取
の
事
実
を
隠
ぺ
い
し
て
い
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る｣

と
の
批
判
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、｢

日
本
統
治
時
代
の
学
術
教
育
及
び
社
会｣

の
章
に
つ
い
て
は
、｢

日
本
が
台
湾
で
展
開
し
た
植
民
地
教
育
を
褒
め
称
え
る

も
の
で
あ
り
、
他
方
、
同
時
期
に
民
間
が
苦
労
し
て
そ
の
保
護
に
努
め
た
漢
文
化

(

中
華
文
化)

に
関
す
る
教
育
を
全
く
取
り
上
げ
て

い
な
い｣
、｢
日
本
統
治
時
代
の
社
会
変
遷
と
し
て
、
人
口
の
激
増
、
解
纏
足
・
断
髪
の
普
及
、
時
間
厳
守
の
広
ま
り
、
近
代
的
衛
生
観

念
の
芽
生
え
な
ど
を
褒
め
そ
や
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
植
民
統
治
を
肯
定
・
感
謝
す
る
も
の
で
あ
り
、
戦
前
の
、
矢
内
原
忠
雄
や

山
川
均
に
よ
る
台
湾
植
民
統
治
論
と
相
容
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
の
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
議
論
と
も
合
わ
な
い｣

と
い
う
批

判
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
他
、『

認
識
台
湾

(
歴
史
篇)』

は

｢

な
ぜ
日
本
統
治
時
代
の
�
台
湾
の
同
胞
�
と
中
国
と
の
関
係
に
全
く
触
れ
て
い
な
い
の

か
？｣

、｢

な
ぜ
日
本
統
治
時
代
に
�
台
湾
の
同
胞
�
が
数
々
の
差
別
待
遇
に
遭
っ
た
こ
と
や
、
日
本
の
植
民
統
治
が
台
湾
に
残
し
た
傷

跡
に
つ
い
て
触
れ
な
い
の
か
？｣

、｢
な
ぜ
従
軍
慰
安
婦
を
取
り
上
げ
な
い
の
か
？｣

な
ど
の
質
疑
も
あ
っ
た

(

�)

。

以
上
は
、
明
ら
か
に
言
い
が
か
り
の
部
類
に
属
す
る
言
論
で
あ
り
、
全
体
を
く
ま
な
く
観
察
し
て
の
理
に
か
な
っ
た
批
判
で
は
な
い
。

発
言
者
が
自
ら
の
主
観
、
あ
る
い
は
強
烈
な
民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
則
っ
て
は
な
か
ら
否
定
的
な
態
度
で
日
本
統
治
時
代
の
台

湾
史
を
見
て
い
る
た
め
に
湧
い
て
く
る
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
戦
後
の
中
華
民
国
政
府
の
政
策
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る
。

戦
後
初
期
、
強
い
民
族
主
義
的
感
情
の
も
と
、
政
府
は
日
本
統
治
時
代
に
台
湾
総
督
府
が
行
っ
た
数
々
の
施
策
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。

そ
し
て
、
積
極
的
に

｢

去
日
本
化｣

、｢

就
中
國
化｣

(

訳
：
日
本
式
か
ら
脱
却
し
、
中
国
式
へ
と
向
か
う)

措
置
を
採
っ
た
。
こ
の
強

い
民
族
主
義
的
政
策
と
戒
厳
令
体
制
の
も
と
、
台
湾
の
中
学
校
に
於
け
る
歴
史
教
育
で
は
、
長
期
に
渡
り
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
史

に
つ
い
て
は
極
め
て
限
ら
れ
た
紹
介
し
か
し
て
お
ら
ず
、
始
終
台
湾
人
の
抗
日
運
動
ば
か
り
を
強
調
し
、
そ
の
こ
と
で
日
本
を
憎
む
よ

う
な
民
族
感
情
を
煽
っ
て
い
た
。
日
本
統
治
時
代
の
各
方
面
の
重
要
な
変
遷
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
教
育
・
学
習
の
空
白
地
帯
と
も
言
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え
る
状
況
で
、
そ
れ
に
よ
り
台
湾
の
人
々
の
歴
史
認
識
を
断
片
的
な
も
の
に
さ
せ
、
ま
た
、
歴
史
の
流
れ
に
空
白
を
も
た
ら
し
、
ま
た

知
識
の
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
台
湾
の
近
代
以
来
の
発
展
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
を
困
難
に
さ
せ
て
い
た
。

結
果
と
し
て
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
実
証
的
、
理
性
的
な
態
度
で
日
本
統
治
時
代
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
も
言
え
る
状

況
に
な
っ
て
い
た
。

実
際
に
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
で
は
、
経
済
・
社
会
・
文
化
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
そ
れ
は
戦
後
の
台
湾
の
半
世
紀
に
渡

る
各
方
面
の
発
展
に
も
直
接
影
響
し
て
い
た
。
一
九
五
二
年
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者J.W

.
B
allantine

が
評
価
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
日
本
に
よ
る
台
湾
統
治
に
は
、
良
い
面
も
悪
い
面
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
台
湾
を
開
発
し
て
日
本
帝
国
の
富
の

源
を
増
や
す
こ
と
、
並
び
に
南
方
拡
張
の
基
地
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
公
権
力
と
民
間
の
努
力
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
富
は
台
湾
の
人
々

に
も
行
き
渡
り
、
そ
の
結
果
、
台
湾
人
の
生
活
水
準
は
同
時
期
の
中
国
大
陸
の
そ
れ
を
明
ら
か
に
超
え
て
い
た
。
一
方
、
統
治
者
が
行
っ

た
同
化
政
策
の
効
果
は
思
わ
し
く
な
く
、
ま
た
、
台
湾
の
人
々
は
文
化
面
で
も
、
政
治
面
で
も
、
自
己
実
現
の
機
会
を
欠
い
て
い
た
。

し
か
し
、
台
湾
人
は
中
国
の
政
治
的
社
会
的
動
乱
の
余
波
を
受
け
か
な
っ
た
た
め
、
あ
る
面
で
は
、
中
国
大
陸
よ
り
も
進
歩
的
で
あ
っ

た
と
言
え
る

(

�)

。
一
九
六
六
年
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者W

.G
.
G
oddard

は
日
本
が
台
湾
の
植
民
統
治
に
お
い
て
行
っ
た
差
別
待
遇
、

重
い
課
税
、
統
治
者
と
被
統
治
者
を
厳
然
と
分
け
た
こ
と
な
ど
を
批
判
し
た
。
同
時
に
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
台
湾
が
顕
著
な
経
済
発

展
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
ア
ジ
ア
で
最
も
進
歩
的
な
地
域
の
一
つ
に
な
っ
た
と
指
摘
し
た

(

�)

。

社
会
学
者
陳
紹
馨
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
は
、
過
渡
的
な
近
代
的
植
民
地
社
会
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
同
化
の
性
質
を
帯
び
た
近
代
的
社
会
で
、
そ
の
主
た
る
特
徴
は
、
統
治
者
と
被
統
治
者
が
厳
然
と
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
高
い

人
口
成
長
率
、
伝
統
的
社
会(F

olk
society)

の
崩
壊
、
封
建
的
家
族
の
解
体
、
都
市
化
、
台
湾
社
会
に
お
け
る
階
級
間
の
平
等
化
、

近
代
的
民
間
団
体
の
勃
興
、
専
業
化
的
傾
向
な
ど
で
あ
る

(

�)

。
一
九
七
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者R

am
on
H
.
M
yers

は
、
清
末
期
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と
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
お
け
る
社
会
経
済
の
変
遷
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
近
代
化
論
と
し
て
の
考
察
で
あ
っ
た
が
、
清
末
期
の
台

湾
に
お
け
る
商
業
や
対
外
貿
易
の
発
達
、
並
び
に
、
台
湾
総
督
府
が
効
率
よ
く
資
本
や
技
術
を
導
入
し
た
事
が
、
台
湾
経
済
の
近
代
化

を
促
進
し
た
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

一
九
七
〇
年
代
中
期
以
降
、
台
湾
で
は
次
第
に
民
主
化
・
本
土
化
運
動
が
発
展
し
、
こ
れ
に
伴
い
台
湾
社
会
を
主
体
と
し
た
台
湾
研

究
が
次
々
に
発
表
さ
れ
、
客
観
的
な
態
度
で
、
地
に
足
を
つ
け
、
日
本
統
治
時
代
に
つ
い
て
考
察
す
る
機
運
が
生
ま
れ
た
。
一
九
七
〇

年
代
以
来
、
多
く
の
研
究
者
は
、
台
湾
は
日
本
統
治
下
に
お
い
て
植
民
地
化
と
近
代
化
の
二
重
の
歴
史
を
歩
ん
だ
と
考
え
て
い
る
。
一

九
八
〇
年
代
初
期
、
所
謂

｢
台
湾
近
代
化
論
争｣

が
起
こ
り
、
台
湾
に
お
け
る
近
代
化
の
出
発
点
は
清
末
期
か
、
あ
る
い
は
日
本
統
治

時
代
か
と
い
う
論
争
が
な
さ
れ
た
が
、
日
本
統
治
時
代
は
近
代
化
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
異
論
は
な
か
っ

た
。
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
近
代
化
の
過
程
に
お
け
る
、
植
民
統
治
者
と
台
湾
社
会
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
筆
者
が
発
表
し
た
、
日
本
統
治
時
代
台
湾
社
会
エ
リ
ー
ト
階
層
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
以
下

の
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
総
督
府
は

｢

近
代
化｣

の
性
質
を
帯
び
た
同
化
政
策
に
よ
っ
て
台
湾
社
会
を
変
え
よ
う
と
意
図
し
て
お

り
、
具
体
的
に
は
、｢

新
文
明｣

と
日
本
と
し
て
の
国
民
精
神
を
植
え
付
け
よ
う
と
し
た
点
で
あ
っ
た
。(

国
民
精
神
の
植
え
付
け
は
、

つ
ま
り
新
し
い
日
本
人
と
し
て
台
湾
人
を
同
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。)

そ
れ
に
対
し
、
台
湾
社
会
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
あ
る
程
度

自
主
的
に

｢

同
化｣

と

｢

近
代
化｣

の
中
で
取
捨
選
択
を
行
っ
て
お
り
、｢

近
代｣

的
な
も
の
を
受
け
入
れ
、｢

同
化｣

的
な
も
の
を
拒

否
し
た

(

�)

。

こ
こ
で
社
会
変
遷
を
例
と
し
て
説
明
す
る
と
、
日
本
統
治
時
代
台
湾
社
会
に
お
け
る
解
纏
足
と
断
髪
の
普
及
、
時
間
厳
守
の
習
慣
化
、

法
令
遵
守
観
念
の
成
立
、
近
代
的
衛
生
観
念
の
定
着
は
、
全
て
台
湾
社
会
が
自
ら
そ
の
よ
う
に
選
択
し
、
変
化
に
向
け
て
努
力
し
て
き
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た
結
果
で
あ
る
。
筆
者
の
考
察
か
ら
、
台
湾
総
督
府
は
社
会
運
動
を
通
じ
て
台
湾
人
の
纏
足
や
辮
髪
な
ど
の
古
い
習
慣
を
や
め
さ
せ
よ

う
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
を
、
台
湾
社
会
の
同
化
の
第
一
歩
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
台
湾
人
に
と
っ
て
、
解
纏
足

と
断
髪
に
対
す
る
宣
伝
、
指
導
そ
し
て
支
持
は
、
す
な
わ
ち
、
時
流
に
対
す
る
認
識
及
び
新
文
明
の
追
求
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
日
本

に
同
化
す
る
こ
と
が
目
的
だ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
解
纏
足
と
断
髪
を
近
代
化
的
変
革
だ
と
み
な
し
て

い
た
の
で
あ
る

(
�)

。
時
間
厳
守
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
、
あ
る
研
究
者
は
、
台
湾
総
督
府
が
七
曜
制
と
近
代
的
標
準
時
間
制
度
を
導
入
し

た
こ
と
と
も
関
係
は
あ
る
が
、
台
湾
社
会
が
こ
れ
に
適
応
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
正
確
な
時
間
を
生
活
の
規
範
と
し
た
か
ら
こ

そ
、
時
間
厳
守
が
台
湾
社
会
に
お
け
る
常
識
と
な
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
た

(

�)

。

法
令
遵
守
定
着
に
つ
い
て
言
え
ば
、
あ
る
研
究
者
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
人
が
こ
の
よ
う
な
観
念
を
身
に
つ
け
た
の
は
、
当
初

は
日
本
の
公
的
権
力
に
抵
抗
す
る
術
が
無
か
っ
た
か
ら
で
、
の
ち
に
は
、
日
本
が
形
成
し
た
近
代
的
法
律
体
系
と
信
頼
度
の
高
い
司
法

制
度
が
台
湾
人
自
身
に
と
っ
て
も
利
益
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
結
果
と
し
て
西
洋
式
の
法
律
及
び
司
法
制
度
が
台
湾
社
会
に
受
容
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
結
論
づ
け
た

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
台
湾
総
督
府
に
よ
る
厳
密
な
社
会
統
制
及
び
近
代
西
洋
式
法
制
度
導
入
下
で
の
、

台
湾
社
会
側
の
適
応
そ
し
て
調
節
の
結
果
と
し
て
の
現
象
だ
と
言
え
る
。

近
代
的
衛
生
観
念
の
形
成
に
つ
い
て
言
え
ば
、
台
湾
は
昔
か
ら
伝
染
病
及
び
風
土
病
の
発
生
地
・
流
行
地
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
背

景
と
し
て
、
日
本
に
と
っ
て
台
湾
の
植
民
統
治
一
つ
の
挑
戦
と
な
っ
て
い
た
。
台
湾
総
督
府
は
、
植
民
統
治
の
基
礎
固
め
を
す
る
た
め
、

あ
る
い
は
、
植
民
経
済
の
発
展
の
た
め
、
積
極
的
に
近
代
的
公
衆
衛
生
制
度
、
医
療
制
度
を
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
ペ
ス
ト
、
マ
ラ
リ
ア
、
コ
レ
ラ
、
天
然
痘
、
腸
チ
フ
ス
な
ど
の
疾
病
を
制
御
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
死
亡
率
は
大
幅
に
下
が
り
、

台
湾
の
人
口
を
増
加
率
の
高
い
状
態
で
維
持
さ
せ
、
台
湾
人
の
医
療
衛
生
観
念
と
衛
生
習
慣
を
変
え
る
事
も
で
き
た

(

�)

。

つ
ま
り
、
多
く
の
実
証
的
歴
史
研
究
が
、
日
本
統
治
時
代
に
お
け
る
台
湾
人
が
統
治
者
に
よ
る

｢

同
化｣

措
置
に
抵
抗
し
、
自
ら
積
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極
的
に

｢

近
代
化
を
受
け
入
れ｣

、
そ
れ
に
よ
っ
て
台
湾
社
会
の
近
代
化
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

『
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

は
日
本
統
治
時
代
の
風
俗
習
慣
の
変
革
の
部
分
で
上
記
の
先
行
研
究
を
引
用
し
た
。
そ
れ
は
台
湾
社
会
に

近
代
性
を
受
容
で
き
る
潜
在
力
が
あ
り
、
自
主
的
に
近
代
化
を
受
け
入
れ
る
態
度
で
努
力
を
続
け
た
か
ら
変
化
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、

日
本
の
植
民
統
治
が
も
た
ら
し
た
近
代
化
を
肯
定
し
た
か
ら
で
は
な
い
、
と
い
う
点
を
強
調
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
お
よ
そ
当
時

の
日
本
も
ま
た
西
洋
伝
来
の
近
代
文
明
を
吸
収
し
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
台
湾
社
会
に
と
っ
て
は
、
日
本
は

｢

媒
介
者｣

に
過
ぎ
ず
、

近
代
化
成
功
の
鍵
は
、
台
湾
社
会
が
新
し
い
事
物
を
吸
収
で
き
る
潜
在
力
や
取
捨
選
択
能
力
を
有
し
て
い
る
か
、
変
革
に
向
け
て
意
識

的
な
努
力
が
続
け
ら
れ
る
か
が
握
っ
て
い
た
。

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』
編
纂
の
際
、
編
審
委
員
会
は
特
に
史
実
第
一
主
義
を
掲
げ
、
実
証
的
、
理
性
的
な
態
度
で
日
本
統
治
時
代

の
台
湾
史
の
流
れ
を
叙
述
し
、
歴
史
的
意
義
の
考
察
を
も
加
え
た
。
そ
の
こ
と
で
、
読
者
が
日
本
統
治
時
代
の
歴
史
に
つ
い
て
客
観
的

且
つ
史
実
と
合
致
し
た
認
識
を
持
ち
、
当
時
の
歴
史
経
験
か
ら
教
訓
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
教
科
書
の
内
容
は
全
て
学
術
研

究
の
成
果
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
編
審
委
員
会
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
経
て
初
め
て
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
編
審
委
員

会
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
言
い
争
い
に
つ
い
て
は
取
り
合
わ
な
い
こ
と
と
し
、
も
と
の
内
容
を
維
持
す
る
と
い
う
議
決
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

一
九
九
七
年
九
月
、『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

は
大
多
数
の
民
衆
の
支
持
の
も
と
、
予
定
通
り
に
国
民
中
学
に
て
試
験
的
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
統
一
派
の
人
々
は
、｢

台
湾
史
研
究
会｣
の
名
義
で
そ
れ
ま
で
の
批
判
的
意
見
を
編
集
し
て

『

認
識
台
灣
教
科

書
參
考
文
件』

を
出
版
し
、
広
く
配
布
・
販
売
し
た
。
こ
れ
は
、
国
民
中
学
教
員
の
認
識
と
態
度
の
変
更
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
年
後
教
員
、
生
徒
、
ま
た
保
護
者
か
ら
も
、
使
用
上
の
大
き
な
問
題
や
質
疑
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
二

〇
〇
二
年
の
教
科
書
検
定
制
開
始
ま
で
も
正
式
な
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
、
終
始
批
判
や
修
正
要
求
は
ほ
ぼ
聞
か
れ

108



な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
教
科
書
に
お
け
る
日
本
統
治
時
代
の
歴
史
の
執
筆
に
お
い
て
、
実
証
的
研
究
成
果
を
根
拠
と
し
た
の
は
適

切
な
方
法
で
あ
っ
た
と
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

注
目
に
値
す
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
台
湾
に
お
け
る
政
治
的
民
主
化
が
加
速
度
的
に
発
展
し
、
台
湾
社
会
に
も
日
増
し
に
開
放

的
な
空
気
が
溢
れ
、
過
去
に
お
け
る
学
術
界
の
タ
ブ
ー
が
次
第
に
解
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
果
、
学
術
界
に
お
い
て
台
湾
史
研
究
が

盛
ん
に
な
り
、
特
に
日
本
統
治
時
代
の
研
究
は
多
く
の
研
究
者
が
注
目
し
参
与
す
る
分
野
と
な
り
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
教
育
、
文

化
に
至
る
様
々
な
面
で
、
多
く
の
新
テ
ー
マ
を
扱
う
論
著
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
は
少
な
か
ら
ず
学
術
界
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
っ

た

(

�)

。
加
え
て
、
台
湾
総
督
府
文
書
、
日
本
統
治
時
代
の
公
的
・
私
的
文
書
等
の
基
本
的
資
料
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
日
記
、
書
簡
、
会

社
の
档
案
等
の
資
料
が
次
々
に
利
用
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
、
研
究
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
追
い
風
と
な
っ
た
。
多
く
の
研

究
テ
ー
マ
は
発
展
性
を
帯
び
て
お
り
、
大
量
に
一
次
資
料
を
発
掘
・
利
用
し
、
社
会
科
学
の
理
論
と
概
念
を
も
運
用
し
た
研
究
が
次
々

に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
台
湾
を
主
体
と
し
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
統
治
者
側
か
ら
の
観
点
と
論
述
を
再
検
討
し
、

台
湾
人
の
役
割
や
態
度
を
重
視
し
て
実
証
的
に
論
述
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
り
き
で
は
な
く
、
史
実
の
再

構
築
と
そ
の
歴
史
的
意
義
の
考
察
に
力
点
を
置
く
研
究
成
果
が
多
く
蓄
積
さ
れ
始
め
た
こ
と
も
評
価
で
き
る
点
で
あ
る
。

こ
の
二
十
年
余
り
の
研
究
成
果
か
ら
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
が
特
殊
な
近
代
化
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
は

｢

植
民
地
近
代
性｣

と
も
言
わ
れ
、
多
面
性
、
重
層
性
を
帯
び
、
圧
縮
さ
れ
た
時
間
の
流
れ
を
内
包
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

つ
ま
り
、
日
本
統
治
時
代
の
公
的
、
私
的
文
献
の
発
掘
と
利
用
開
始
、
並
び
に
学
術
研
究
成
果
が
増
加
し
続
け
た
こ
と
に
伴
い
、
日

本
統
治
時
代
の
台
湾
史
を
更
に
客
観
的
か
つ
実
証
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

に
立
ち
戻
っ
て
考
え

て
み
る
と
、
史
実
第
一
主
義
を
貫
き
、
学
術
研
究
成
果
を
根
拠
と
し
て
執
筆
を
行
う
と
い
う
当
初
の
原
則
は
間
違
っ
て
お
ら
ず
、
新
し
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い
資
料
と
研
究
成
果
が
、
教
科
書
の
内
容
の
正
確
さ
を
証
明
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
更
に
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

結
び

歴
史
教
育
の
目
的
は
国
家
、
社
会
の
過
去
か
ら
の
歩
み
を
国
民
に
適
切
に
理
解
さ
せ
、
そ
の
こ
と
で
人
々
の
間
に
共
通
認
識
を
生
み
、

自
信
に
繋
げ
、
つ
い
に
は
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
国
民
意
識
の
形
成
を
目
指
す
事
に
あ
る
。｢

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

と
い

う
科
目
の
課
程
標
準
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
設
計
さ
れ
、
そ
し
て
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
に
携
わ
っ
た
者
は
全
員
が

責
任
の
大
き
さ
を
感
じ
て
お
り
、
慎
重
な
態
度
で
臨
ま
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
教
科
書
の
編
纂
に
お
い
て
は
、
自
分
の
考
え
に
と
ら

わ
れ
ず
、
十
分
な
議
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
ね
、
皆
が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
綱
要
を
作
成
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
歴

史
全
体
像
の
再
構
築
、
実
証
性
・
客
観
性
の
重
視
を
こ
の
教
科
書
の
規
範
及
び
共
通
認
識
と
し
た
。
編
纂
さ
れ
た
教
科
書
は
、
こ
の
共

通
認
識
を
十
分
に
反
映
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
、
簡
潔
で
具
体
的
に
叙
述
し
、
生
徒
の
理
解
を
促
す
も
の
に
な
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て

は
史
実
第
一
主
義
と
し
、
特
定
の
政
治
的
立
場
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
強
調
す
る
こ
と
は
避
け
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
内
容
が
必
ず
し
も

特
定
の
主
義
主
張
に
合
致
す
る
も
の
で
な
く
て
も
良
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
極
め
て
理
に
か
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
の
教
科
書
は
史
実
を
尊
重
し
て
お
り
、
か
つ
理
性
的
態
度
で
日
本
統
治
時
代
に
台
湾
人
が
経
験
し
た
特
殊
な
歴
史
を
叙
述
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
台
湾
人
の
日
本
統
治
時
代
に
対
す
る
理
解
の
不
足
や
偏
重
を
た
だ
し
た
。
実
証
的
研
究
成
果
を
利
用
し
、

日
本
統
治
時
代
の
台
湾
人
が
植
民
統
治
に
お
け
る
同
化
の
圧
力
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
統
治
者
が
導
入
し
た
近
代
的
事
物
の
う

ち
需
要
に
合
う
も
の
の
み
を
自
主
的
、
積
極
的
に
吸
収
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
当
時
の
台
湾
人
の
適
応
能
力
や
取
捨

選
択
能
力
を
示
す
こ
と
に
あ
り
、
決
し
て
、
日
本
の
統
治
や
、
そ
れ
が
台
湾
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
こ
と
を
称
賛
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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当
然
、
日
本
び
い
き
で
も
、
日
本
の
統
治
を
美
化
す
る
も
の
で
も
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
外
来
者
に
よ
る
統
治
は
、
台
湾
人
に
歓
迎

も
受
容
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

を
教
材
と
し
て
の
使
用
開
始
以
来
、
そ
の
内
容
は
、
普
遍
的
に
台
湾
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
支
持
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
は
台
湾
人
が
自
ら
の
特
殊
な
歴
史
過
程
に
強
い
自
信
を
持
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
喜
ぶ
べ
き
現
象
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
の
後
、
日
本
統
治
時
代
の
公
的
、
私
的
文
書
の
発
掘
と
利
用
開
始
、
並
び
に
学
術
研
究
成
果
が
増
加
し
続
け
た
こ
と
で
、『

認
識
台

湾

(

歴
史
篇)』
に
お
い
て
確
立
し
た
、
史
実
第
一
主
義
の
貫
徹
、
研
究
成
果
を
根
拠
と
し
て
執
筆
す
る
と
い
う
原
則
は
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
再
度
証
明
し
た
。
二
〇
〇
二
年
九
月
、
台
湾
国
民
中
学
の
教
科
書
は
全
面
的
に
検
定
制
を
導
入
し
た
が
、
そ
の
際
に

各
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
複
数
の
教
科
書
の
内
容
は
、
基
本
的
に

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

の
内
容
を
参
照
及
び
踏
襲
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
時
台
湾
の
歴
史
科
教
材
の
叙
述
方
式
に
対
し
て
明
確
な
共
通
認
識
が
生
ま
れ
て
お
り
、
台
湾
人
は
次
第
に
強
い
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
従
っ
た
歴
史
観
か
ら
離
れ
、
実
証
的
に
台
湾
の
歴
史
を
認
識
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

註

(

１)
｢

国
民
中
学｣

は
日
本
の
中
学
校
に
、｢

課
程
標
準｣
は
日
本
の

｢

学
習
指
導
要
項｣

に
相
当
す
る
。

(

２)

教
科
書
を
主
軸
と
し
、
小
学
校
と
中
学
校
の
教
育
内
容
に
密
接
な
関
連
を
持
た
せ
た
台
湾
の
新
し
い
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
二
〇
〇
一
年
九

月
試
行
、
二
〇
〇
四
年
九
月
全
面
実
施
。

(

３)
｢

教
育
部｣

は
台
湾
に
お
け
る
中
央
行
政
機
関
で
教
育
部
門
を
つ
か
さ
ど
る
。
日
本
の
文
部
科
学
省
に
相
当
。｢

研
訂
小
組｣

は
、
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
。

(

４)

黄
秀
政

｢

国
民
中
学

『

認
識
台
湾

(

歴
史
篇)』

科
的
課
程
研
討
与
教
材
編
写｣

(『

国
立
編
訳
館
通
訊』

九
：
二
、
一
九
九
六
年
四
月)

一

一
頁
。
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(

５)

同
上
、
一
三
頁
。

(
６)

呂
実
強

｢

国
中
新
課
程
―
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)｣

科
設
立
的
経
過
与
教
材
教
学
有
関
的
幾
項
問
題｣

(『

国
立
編
訳
館
通
訊』

九
：
二
、
一

九
九
六
年
四
月)

一
九
頁
。

(

７)
前
掲
黄
秀
政
論
文
、
一
三
頁
。
ま
た
、
黄
氏
は
、
こ
の
授
業
の
特
色
と
し
て
、
１.

郷
土
へ
の
関
心
を
確
か
な
も
の
に
す
る
、
２.

国
際
的

視
野
を
培
う
、
３.

台
湾
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
客
観
中
立
的
立
場
で
説
明
す
る
、
の
三
点
を
挙
げ
た
。

(

８)

国
立
編
訳
館
は
、
教
育
部
管
轄
の
教
材
編
纂
或
い
は
翻
訳
の
担
当
機
関
で
あ
る
。

(

９)

教
育
部
国
民
中
学
課
程
標
準
編
輯
審
査
小
組
編
、『

国
民
中
学
課
程
標
準』

(

台
北
、
教
育
部
、
一
九
九
五
年)

一
五
〇
―
一
五
一
頁
。

(

�)

拙
稿

｢

国
民
中
学

『

認
識
台
湾

(

�
史
篇)』

科
教
材
編
写
的
構
想
与
特
色｣

(『

人
文
及
社
会
学
科
教
学
通
訊』

七
：
五
、
一
九
九
七
年
二

月)

三
八
―
四
一
頁
参
照
。

(

�)

張
勝
彦

｢

国
中

『

認
識
台
湾』

歴
史
篇
教
材
綱
要
之
研
訂
与
編
写｣

(『

人
文
与
社
会
学
科
教
学
通
訊』

七
：
五
、
一
九
九
七
年
二
月)

三
五

頁
を
参
照
。

(

�)

国
立
編
訳
館
編

『

認
識
台
湾
歴
史
篇』

(

台
北
、
同
館
、
一
九
九
七
年
八
月)

を
参
照
。

(

�)

�
昭
堂

『

台
湾
民
主
国
の
研
究

台
湾
独
立
運
動
史
の
一
段
章』

(

東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年)

。
�
秀
政

『

台
湾
割
譲
与

乙
未
抗
日
運
動』

(

台
北
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
二
年)

を
参
照
。

(

�)

翁
佳
音

『

台
湾
武
裝
抗
日
史
研
究

(

一
八
九
五
―
一
九
〇
二)』

(

台
北
、
国
立
台
湾
大
学
、
一
九
八
六
年)

を
参
照
。

(

�)

藤
井
志
津
枝

｢

一
九
三
〇
年
台
湾
霧
社
事
件
之
探
討｣

(『

台
湾
風
物』

三
四
：
二
、
一
九
八
四
年)

六
一
―
八
三
頁
を
参
照
。

(

	)

黄
昭
堂

『

台
湾
総
督
府』

(

東
京
、
教
育
社
、
一
九
八
一
年)

を
参
照
。

(


)
C
hen
C
hing-chih,P

olicy
and
C
om
m
unity

C
ontrolSystem

s
in
the
E
m
pire,In

R
am
on
H
.M
yers
and
M
ark
R
.P
eattie,

eds.,
T
he
Japanese

C
olonial

E
m
pire,

1895-1945,
(P
rinceton

U
niversity

P
ress,

1984),
pp.
213-239.

(

�)

周
婉
窈

｢

従
比
較
的
観
点
看
台
湾
与
韓
国
的
皇
民
化
運
動｣

(『

新
史
学』

五
：
二
、
一
九
九
四
年
六
月)

一
一
七
―
一
五
八
頁
。

(

�)

矢
内
原
忠
雄

『

帝
国
主
義
下
の
台
湾』

(

東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年)
。
周
憲
文

『

日
拠
時
代
台
湾
経
済
史』

第
一
、
二
集

(

台
北
、

台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
五
八
年)

。
張
漢
裕

｢

日
拠
時
代
台
湾
経
済
的
演
変｣

、『

経
済
発
展
与
農
村
経
済
：
張
漢
裕
博
士
論
文
集』

所
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収

(

台
北
、
張
漢
裕
博
士
論
文
集
編
輯
委
員
会
、
一
九
七
四
年)

三
九
五
―
五
〇
〇
頁
。
張
宗
漢

『

光
復
前
台
湾
之
工
業
化』

(

台
北
、
聯
経

出
版
公
司
、
一
九
八
〇
年)

。
�
照
彦

『

日
本
帝
国
主
義
下
の
台
湾』

(

東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年)

を
参
照
。

(
�)

拙
稿

｢

日
拠
時
期
台
湾
総
督
府
推
広
日
語
運
動
初
探｣

(『

東
海
歴
史
学
報』

(

台
湾
開
発
史
研
討
会
専
輯)

七
、
一
九
八
五
年)

七
七
―
一

二
二
頁
を
参
照
。

(

�)
拙
稿｢

日
拠
時
期
台
湾
的
教
育
与
社
会
領
導
階
層
之
塑
造｣
(『

台
湾
師
大
歴
史
学
報』

一
〇
、
一
九
八
三
年)

三
六
七
―
四
〇
四
頁
を
参
照
。

(

�)

拙
稿

｢
日
拠
時
期
台
湾
的
高
等
教
育｣

(『

中
国
歴
史
学
会
史
学
集
刊』

二
五
、
一
九
九
三
年)

一
四
三
―
一
五
七
頁
を
参
照
。

(

�)

陳
正
祥
・
段
紀
憲

｢

台
湾
之
人
口｣

(『

台
銀
季
刊』

四
：
一
、
一
九
五
一
年)

三
九
―
一
二
〇
頁
。
陳
紹
馨

『

台
湾
的
人
口
変
遷
与
社
会
変

遷』
(

台
北
、
聯
経
出
版
公
司
、
一
九
七
九
年)

。

(

�)

拙
稿｢

日
拠
時
期
台
湾
的
放
足
断
髪
運
動｣

、『

中
研
院
民
族
所
専
刊
乙
種
之
十
六
―
台
湾
社
会
与
文
化
変
遷
研
討
会
論
文
集』

所
収(

台
北
、

中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
、
一
九
八
六
年)

、
六
九
―
一
〇
八
頁
。

(

�)

呂
紹
理

｢

水
螺
響
起
：
日
治
時
期
台
湾
社
会
的
生
活
作
息｣

(

国
立
政
治
大
学
歴
史
学
系
博
士
論
文
、
一
九
九
四
年)

を
参
照
。
本
論
文
は

の
ち
の
一
九
九
八
年
、
同
名
に
て
遠
流
出
版
公
司
よ
り
正
式
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

范
燕
秋

｢

日
拠
前
期
台
湾
之
公
共
衛
生

以
防
疫
為
中
心
之
研
究｣

(

国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
碩
士
論
文
、
一
九
九
四
年
、
未

刊)

。
周
恵
民｢

日
拠
時
期
台
湾
社
会
生
活
的
演
変｣

、『

台
湾
近
代
史』

社
会
篇
所
収(

南
投
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
、
一
九
九
五
年)

七
三
―

八
五
頁
。

(

	)

蔡
培
火
等
著

『

台
湾
民
族
運
動
史』

(

台
北
、
自
立


報
社
、
一
九
七
〇
年)

。
拙
稿

｢

日
拠
時
期
地
方
自
治
改
革
運
動
之
探
討｣

、『

台
湾
史

研
究
�
史
料
發
掘
研
討
會
論
文
集』

所
収

(

台
北
、
台
湾
史
蹟
研
究
中
心
、
一
九
八
六
年)

頁
二
八
一
―
三
〇
八
。
周
婉
窈

『

日
拠
時
代
的
台

湾
議
会
設
置
請
願
運
動』

(

台
北
、
自
立


報
社
、
一
九
八
九
年
。
簡
炯
仁『

台
湾
民
衆
党』

(

台
北
、
稲
郷
出
版
社
、
一
九
九
一
年)

を
参
照
。

(

�)
『

中
国
時
報』

一
九
九
七
年
六
月
四
日
付
三
面

｢

国
中
新
課
程

『
認
識
台
湾』

顛
覆
大
中
国
観
点｣

。

(

)

教
科
書
に
対
す
る
肯
定
・
否
定
意
見
は
、
一
九
九
七
年
六
月
四
日
〜
六
月
一
五
日
ま
で
の
新
聞

『

中
国
時
報』

、『

聯
合
報』

、『

自
由
時
報』

、

『

自
立
早
報』

に
お
け
る
報
道
や
投
書
を
参
照
。

(

�)
『

聯
合


報』

一
九
九
七
年
六
月
二
四
日
付
四
面

｢

認
識
台
湾
教
材
修
改
争
議
字
句｣

。
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(

�)

張
瑞
成
編

『

抗
戰
時
期
收
復
台
湾
之
重
要
言
論』

(

台
北
、
中
国
国
民
党
党
史
委
員
会
、
一
九
九
〇
年)

二
三
五
頁
。(

初
出
は

『

台
湾
民
声

報』

半
月
刊
第
二
期
、
一
九
四
五
年
五
月
一
日)

。

(
�)

｢

有
関
国
中
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)

教
科
書
各
界
意
見
彙
整｣

、『

国
民
中
学
認
識
台
湾

(

歴
史
篇)

教
科
用
書
編
審
委
員
會
議
議
程
及
資
料』

(
一
九
九
七
年
六
月
二
四
日
、
未
刊
資
料)

。

(

�)
Joseph

W
.B
allantine,F

orm
osa
:A
P
roblem

for
U
nited

States
F
oreign

P
olicy,(W

ashington,D
.C
.:T
he
B
rookings

Institution,
1952),

pp.
47-49.

(

�)
W
.
G
.
G
oddard,

F
orm
osa:
A
Study

in
C
hinese

H
istory,

(U
niv.
of
M
ichigan

P
ress,

1966),
pp.
160-161.

(

�)
C
hen
shao-hsing,

Social
C
hange

in
T
aiw
an,
studia

T
aiw
anica

N
o.
1,
(T
aipei,

1956),
pp.
1-20.

C
hen
shao-hsing

ed.,

F
orm
osa,

(Stanford
U
niv.
P
ress,

1956),
pp.
104-122.

(

�)

馬
若
孟(R

am
on
H
.
M
yers)

著
、
陳
其
南
・
陳
秋
坤
編
訳『

台
湾
農
村
社
会
経
済
発
展』

(

台
北
、
牧
童
出
版
社
、
一
九
七
八
年)

を
参
照
。

(

�)

拙
稿

｢

日
拠
時
期
台
湾
社
會
領
導
階
層
之
研
究｣

(

国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
博
士
論
文
、
一
九
八
六
年)

を
参
照
。
本
論
文
は
、

の
ち
の
一
九
九
二
年
、
同
名
に
て
正
中
書
局
よ
り
正
式
出
版
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

拙
稿

｢

日
拠
時
期
台
湾
的
放
足
断
髪
運
動｣

、
瞿
海
源
・
章
英
華
主
編

『

台
湾
社
会
与
文
化
変
遷』

上
冊
所
収

(

台
北
、
中
央
研
究
院
民
族

学
研
究
所
、
一
九
九
六
年)

六
九
―
一
〇
八
頁
を
参
照
。

(

	)

前
掲
呂
紹
理
論
文
を
参
照
。

(


)

王
泰
升

｢

日
治
殖
民
統
治
下
台
湾
的
法
律
改
革｣
、『
台
湾
法
律
史
的
建
立』

国
立
台
湾
大
学
法
学
叢
書

(

一
〇
七)

所
収

(

台
北
、
台
湾
大

学
法
学
叢
書
編
輯
委
員
会
、
一
九
九
七
年)

一
五
九
―
一
八
二
頁
を
参
照
。

(

�)

前
掲
范
燕
秋
論
文
九
―
一
〇
〇
、
一
六
一
―
二
〇
二
頁
を
参
照
。

(

�)

林
玉
茹

｢

日
治
時
期
台
湾
史
研
究
的
回
顧｣

、『

戦
後
台
湾
的
歴
史
学
研
究

(

一
九
四
五
―
二
〇
〇
〇)』

第
七
冊
台
湾
史
所
収

(

台
北
、
国

家
科
学
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年)

頁
二
〇
一
―
二
八
八
。
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
台
湾
史
研
究
文
献
類
目
編
輯
小
組

『

台
湾
史
研
究
文
献

類
目』

二
〇
〇
四
―
二
〇
一
六
年
度

(

台
北
、
同
所
、
二
〇
一
七
年)

を
参
照
。
(

)

若
林
正
丈
・
呉
密
察
主
編

『

跨
界
的
台
湾
史
研
究

与
東
亜
史
的
交
錯』

(
台
北
、
播
種
者
文
化
公
司
、
二
〇
〇
四
年)

。
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